
（別添２）

令和　　　年　　　月　　　日

分類
番号

分類
記号

年齢
分類
記号

多面的機能支払分類番号リスト 中山間地域等直接支払分類記号リスト 年齢分類記号リスト

個人とし
て参加

1 農業者個人 A 交付農用地を持つ農業者 ア 39歳以下

2 農事組合法人 B 交付農用地を持たない農業者 イ 40～44歳

3 営農組合 C 農地所有適格法人 ウ 45～49歳

4
その他の農業者団
体

D 特定農業法人 エ 50～54歳

個人とし
て参加

5 農業者以外個人 E
その他法人
（NPO法人、公益法人等）

オ 55～59歳

6 自治会 F 機械・施設共同利用組織 カ 60～64歳

7 女性会 G 農作業受委託組織 キ 65～69歳

8 子供会 H 栽培協定 ク 70～74歳

9 土地改良区 I その他の組織 ケ 75～79歳

10 JA J 土地改良区 コ 80歳以上

11 学校・PTA K 水利組合

12 NPO L 非農業者（人）

13
その他の農業者以
外団体

M その他

注１：「多面的機能支払」及び「環境保全型農業直接支払」の欄は、各支払に取り組む者に○印を記入。
　　　「中山間地域等直接支払」の欄は、署名又は押印。

注２：多面的機能支払に取り組む場合は、「分類番号」を分類番号リストの１～１３から選択。

注３：「農業者」とは、協定に位置付けられている農用地において農業生産活動等（多面的機能支払においては、耕作又は養畜）を実施する
　　　農業者又は団体である。

注４：中山間地域等直接支払の場合には、「分類記号」を分類記号リストA～Mから選択するとともに、「年齢分類記号」を年齢分類記号リストのア～コから選択。

注５：「国際水準GAPの実施に係る取組意思確認」の欄は、各構成員に意思確認の上、□にチェックを入れる。

注６：「国際水準GAPの実施」とは、食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、農場経営管理の項目に係るGAPに関する指導・研修を通じ理解し、
　　　その理解に基づきGAPの取組を実施することをいう。
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